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はじめに 

本書は、滑走系遊具「ロープウェイ」（型番：ＢＷK１００・ＢＷK２００・ＢＴＫ０１０１・ＢＴＫ２６０）および、

この滑走装置を装備した遊器具を正しくご使用いただくため、遊具の使い方、点検整備や管理の方法

等についてまとめたものです。同時に、危険性の周知を目的として、重要な項目には３段階のマーク（危

険・警告・注意）を付して構成しています。 

ご使用になる前に本書を十分にお読みになり、遊具の構造と正しい使用方法を理解したうえで、利

用されるお子さまに適切な指導を行うようにしてください。また、日常的な点検整備や修繕修理の必要な

場合等、いつでも読めるようにお手元に保管しておいてください。 

 

本書の対象範囲 

本書は設置施設の管理者向けに作成されたものです。設置施設の管理者の方が日常的な管理、

指導、点検整備を行なう上で必要な事柄について説明したものです。 

本製品の設置組立および定期点検・修繕修理・部品交換ならびに撤去・移設に関しましては、特定

な技能を有した技術者の専門的な作業が必要となりますので、巻末に記載の専門業者にご連絡下さ

い。 

 

重要安全情報 

本製品を安全にご使用いただくにあたっては、本書をよく読んで、本書の指示に従ってください。 

 

製品本体には、次に示す箇所に危険性に関する警

告ラベルが表示されています。 

 

 

 

 

製品は、誤った据付や取り扱いをしたり、必要な点検・整備を怠ることにより、使用に支障をきたすだ

けでなく、使用者の生命を脅かすことすら考えられます。もちろん潜在的に存在するすべての危険性を

予測することは不可能ですが、本書では本製品において想定される限りの危険性を記載してあります。

その警告や指示に従うことで、本製品を安全にご使用いただくことができます。 

警告ラベル貼付箇所 

滑走方向 

年齢表示シール 
JPFA-A-B1S 

遊具種類別（３大） 
注意シール 
JPFA-S-RW（H） 

（例）BW100 
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危険 
DANGER 

警告や指示に従わない場合、使用者の生命に危

険があるか、重度あるいは恒久的な障害をもたらすお

それがある。 

警告 
WARNING 

警告や指示に従わない場合、重大であるが恒久的

ではない障害をもたらすおそれがある。 

注意 
CAUTION 

警告や指示に従わない場合、軽度の障害をもたら

すおそれがある。 

 

危険性に関する情報の提供 

 

 

 

 本書に記載された範囲を超えた方法で使用する

と、安全に関して重大な影響を及ぼします。特に

意図的な不正使用は大変危険です。 

 本製品に対し本書に記載のない改造を行うと、

安全に関して重大な影響を及ぼします。 

 本書に記載された日常的な整備点検を行わず

に本製品を使用すると、重大な事故を引き起こ

す可能性があります。 

 

 本製品の設置環境が、本書に記載された条件を

満足していない場合、安全に関して重大な影響を

及ぼします。 

 本製品は対象年齢が６～１２歳の児童用遊具で

す。対象外の使用者の場合、安全性に影響があり

ます。 

 

 

 

 

 誰かが滑走しているときは、ワイヤロープの下や

前を横切らないようにして下さい。 

 滑走者は前方に誰もいないことを確認してから

滑り出しましょう。 

 同時に２人以上で滑走するのはやめて下さい。 

 吊り下げロープやフレームを登ってワイヤロープ

に触るのは大変危険です。登らないで下さい。 

 滑り出しのときに、押したりする行為はやめて下

さい。 

 

 吊り下げロープには２人以上で乗らないで下さい。

 利用者が対象年齢であっても、体格の小さなお子

さまはひとりでの使用は危険です。必ず保護者が

つき添ってください。 

 引っ掛かりやすいカバンや服装で遊ばないで下さ

い。また、飴やアイスバーなど、食べ物を口に含ん

で利用しないで下さい。 

 悪天候のときは遊びを中止して下さい。 

 降雨後など、濡れた遊具で遊ばないで下さい。 

危険 危険 

警告 注意 
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製品概要 

各部の名称 

 

動作原理 

本製品は、２つのフレーム（③・④）に渡された上下２本のワイヤロープ（⑤）と、その軌道上を滑らか

に移動できるスライドボックス（⑥）および吊り下げロープ（⑦）により構成されています。２つのフレーム

（③・④）には高低差がありますので、ワイヤロープ（⑤）には全体として緩やかな傾斜が付けられていま

す。スタートデッキ付のタイプではスタート地点に設けられたスタートデッキ（①）から滑走を開始します。 

1. スライドボックス（⑥）は誰も使用していない状態では 着地地点（②）の手前で停止しています。 
2. 利用者は吊り下げロープ（⑦）を引いて、スライドボックス（⑥）とともにスタート地点（①）に移動します。 
3. スタート地点（①）から吊り下げロープ（⑦）にぶら下がり、ワイヤロープ（⑤）の傾斜を利用して着地地
点（②）まで滑走します。 

ワイヤロープ（⑤）の終端にはスライドボックス（⑥）の衝撃吸収用にクッションスプリングストッパー

（⑪）が装着されています。ターンバックルケース（⑧）はワイヤロープ（⑤）の張り調整を行ないます。また、

Uターン滑車（⑨）の前後にゴムストッパー（⑩）がありますので、万一１本のワイヤが破断してもスライドボ

ックス（⑥）は落下しない構造となっています。 

① スタート地点 

（スタートデッキ） 

③スタート側 

フレーム 

② 着地地点 

⑤ ワイヤロープ 
⑥ スライドボックス ⑧ ターンバックルケース 

⑦ 吊り下げロープ 

滑走範囲 

スタート側 着地側 （スタートデッキ付のタイプ） 

① スタート地点 

（スタートデッキのないタイプ） 

⑨ Uターン滑車 

⑧ ターンバックルケース ⑥ スライドボックス 

⑦ 吊り下げロープ 

⑨ Uターン滑車 ⑩ ゴムストッパー 

⑪ クッションスプリングストッパー 

④着地側 

フレーム 
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点検整備のやりかた 

施設管理者による「日常点検整備」は、本製品の安全性を確保するうえで一番身近で基本となる作

業です。保守点検業者が、より精密に行う定期的な「保守点検整備」と違って、主に外観の状況を点検

整備します。 

点検整備にあたっては、適切な時期（間隔）に、必要な項目を確実に漏れなく点検整備し、それを記

録するとともに、必要があれば迅速に対応・対処することが肝要です。 

 点検整備の時期・間隔の計画 

 漏れのない点検整備の実施 

 点検整備の記録と対応 
 

 

 

 

 

 

点検整備の時期・間隔 

本製品の「日常点検整備」を行う時期は、設置引渡日から起算して、以下の間隔を目安に行ってくだ

さい。 

設置後３年以内で、際立った問題がない場合 ３ヶ月毎～毎月１回 

設置後３年を経過したか、何らかの不安要因がある場合 毎月１回～２回 

消耗品などの手配中で、動作が心配される場合 毎週１回～２回 

※ 近隣の状況や利用者年代層などによって、調整してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常点検整備の結果はもちろん、いつでも本製品の動作に関して異常または不具合を発見した場合は、

ただちに使用を中止してください。また迅速に「使用中止」を表示し、ロープで囲うなどして、安易に使用の

出来ないようにしてください。 

日常点検整備の間隔に関しては、特に小学校高学年以上の子どもたちや若者が頻繁に利用するような

環境の場合には、間隔を短くしてください。 

日常点検整備の時期に関しては、利用頻度が多くなる時期（お祭りやイベントなど）が想定される場合に

おいては、上記の予定計画とは別に、その直前と直後に行ってください。 

危険 

注意 

注意 



取扱説明書・（施設管理者向）日常点検整備 編  点検整備のやりかた 

 5

点検整備の実施 

点検整備の実施にあたっては、以下の箇所を点検します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

「フレーム部」の点検整備 
 

 

 

1. 遊具の安全領域が確保されているか確認します。本製品の安全領域は遊具の外形からあらゆる
方向に 1,800mm です。 

2. 支柱の地際付近を調べ、基礎に異状やぐらつきがないか点検します。 

日常点検整備の実施内容は、別添の「日常点検シート」に記録し、いつでも閲覧できるように保管してく

ださい。 

注意 

「ワイヤロープ部」 

「スライドボックス部」 「フレーム部」 
「フレーム部」 

BTK0101 

手摺 

手摺 
手摺 

ワイヤロープ 
固定部周辺 

支柱 

支柱 
支柱（木製） 

支柱（木製） 

ワイヤロープ 
固定部周辺 

ワイヤロープ 
固定部周辺 

木製部品 木製部品 

ワイヤロープ 
固定部周辺 

支柱 

BWK100
BWK200

WTK260 

スタートデッキ 

鋳物部品 
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3. 支柱や手摺、鋳物部品やスタートデッキの変形・ひび割れ・塗装の劣化・サビの有無などを点検し
ます。木製部品の割れ・腐食の有無などを点検します。 

4. ワイヤロープ固定部周辺や各接合部のボルト・ネジ類のゆるみ・欠損を点検します。 

5. 汚れが目立つような場合は、必要に応じて「濡れ雑巾」などにより汚れをふき取ってください。 

 

 

 

 

 

 

「ワイヤロープ部」の点検整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ワイヤロープの異状・磨耗などを点検します。 

2. ゴムストッパーやクッションスプリングストッパー、ゴムキャップや角パイプカバーの変形・ひび割れ・
塗装の劣化・サビの有無などを点検します。 

3. U ターン滑車やワイヤクリップ、支点ボルトのゆるみ・欠損・磨耗を点検します。 

「スライドボックス部」の点検整備 
 

1. スライドボックスや吊り下げロープ、端
末ゴムの異状・磨耗などを点検します。 

2. ロープホルダー周辺や各接合部のボ
ルト・ネジ類のゆるみ・欠損を点検しま

す。 

3. ワイヤロープ通過口とワイヤロープの
摺動による異状・磨耗などを点検しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルトやネジ類および可動部品への注油は、正常な動作に影響を及ぼす可能性がありますので、行わな

いでください。 

警告 

ワイヤロープ 
固定部周辺 

鋳物部品 

Uターン滑車 ゴムストッパー 

ワイヤクリップ 

ワイヤロープ 
JIS ６×１９ 

クッションスプリングストッパー 

ゴムキャップ 
角パイプカバー 

支点ボルト 

スライドボックス ワイヤロープ通過口 

端末ゴム 吊り下げロープ 
φ30 クレモナ 

ロープホルダー 
ワイヤロープ通過口 
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長期の間使用しないときの処置 

本製品を長期の間（３ヶ月程度）に渡って、使用または管理しない場合は、事故防止のために以

下の事項を行ってください。また、使用・管理を再開する場合は、以下の処置を復帰したのちに「日常

点検整備」を行ってください。（短期間であっても意図的に使用を禁止したい場合は、同様の処置を

行ってください。） 

吊り下げロープの収納 

1. 脚立などを使って、吊り下げロープをスライドボックスにくくりつけます。 

2. まとめられた吊り下げロープとスライドボックスを、着地側のターンバックルケース付近にくくりつけ、
動かないようにします。 

3. 収納した器具類を、利用者が容易に触れたり出来ないことを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

半年以上に渡って、使用または管理しない場合は、「ワイヤロープ部」と「スライドボックス部」を、一時的

に撤去することを推奨します。撤去に関しましては特定な技能を有した専門的な作業が必要です。 

警告 
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アフターサービス 

製品の保証 

保証内容に関しましては、別添の「保証書」に記載されています。 

 

 

 

 

修理が必要なとき 

日常点検整備時に限らず、本製品の動作に対して異常や不具合を発見し、修理・修繕を必要とす

る場合には、下記の本製品に関する専門業者にご連絡下さい。 

本製品の本体機材・部材。部品に関する修理 販売業者または製造業者 

 

 

 

移設・撤去が必要なとき 

本製品を据付・撤去（移設も含む）する場合は、下記の造園・土木の専門業者にご連絡下さい。 

継続して使用する場合（据付・移設・保管など） 販売業者または製造業者 

 

 

 

継続して使用しない場合（撤去・廃棄など） 販売業者または造園土木業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保証書」の提示がない場合、または「保証期間」を過ぎている場合には、保証対象とはなりません。 

本製品の設置組立および定期点検・修繕修理・部品交換ならびに撤去・移設に関しましては、特定な技

能を有した技術者の専門的な作業が必要です。また、廃棄に関しましては、地方条例に従ってください。 

注意 

注意 
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補修用部品などの手配 

本製品のすべての消耗部品や取付部品・部材は、施設管理者が交換・修繕することは出来ません。

上記を参考に技能を有した業者に依頼して下さい。 

主な仕様 
ＢＷK１００ 

寸法 全長２３．３６０ｍ    ×   全幅２．７００ｍ   ×   高さ３．３３０ｍ 

主な構造材 ＳＴＫ 一般構造用炭素鋼鋼管 

塗装 

 下地処理： 電気亜鉛メッキ 

 下塗り： 一液エポキシ樹脂塗料 

 上塗り： ウレタン樹脂塗料 

ＢＷK２００ 

寸法 全長２２．９４５ｍ    ×   全幅２．４００ｍ   ×   高さ２．５８０ｍ 

主な構造材 ＳＴＫ 一般構造用炭素鋼鋼管 

塗装 

 下地処理： 電気亜鉛メッキ 

 下塗り： 一液エポキシ樹脂塗料 

 上塗り： ウレタン樹脂塗料 

ＢＴＫ０１０１ 

寸法 全長１６．９５７ｍ    ×   全幅１．９１４ｍ   ×   高さ３．４００ｍ 

主な構造材 ＳＴＫ 一般構造用炭素鋼鋼管 

塗装 

 下地処理： 電気亜鉛メッキ 

 下塗り： 一液エポキシ樹脂塗料 

 上塗り： ウレタン樹脂塗料 

ＷＴＫ２６０ 

寸法 全長２０．０００ｍ    ×   全幅１．８００ｍ   ×   高さ３．３３０ｍ 

主な構造材 杉 材、およびＳＴＫ 一般構造用炭素鋼鋼管 

木材部 
 下地処理： 低公害型防腐剤、加圧注入処理加工 

 上塗り： 表面保護塗装 

塗装 

鋼材部 

 下地処理： 電気亜鉛メッキ 

 下塗り： 一液エポキシ樹脂塗料 

 上塗り： ウレタン樹脂塗料 

共通項目 

ワイヤロープ 鋼製ワイヤ（φ９mm） 

その他の主な部材 
スライドボックス 

 ケース： アルミ鋳造品 

 滑車： 合成樹脂成形品（超高分子量ポリエチレン） 

 ベアリング： ＃６２０３（特殊表面処理） 

吊り下りロープ： 合成繊維ロープ（φ３０） 

※ 上記仕様については品質向上の目的で、予告なく変更することがあります。



取扱説明書・（施設管理者向）日常点検整備 編  関連する規準・法規など 

 10

関連する規準・法規など 
 

・ 都市公園における遊具の安全確保に関する指針     国土交通省（２００８） 

・ 遊具の安全に関する規準 ＪＰＦＡ－Ｓ：２００８      （社）日本公園施設業協会（２００８） 

・ 公共の遊び場の安全性に関するハンドブック      ＣＰＳＣ（１９９７）米国 

・ ＡＳＴＭ Ｆ １４８７：２００５          ＡＳＴＭ（２００５）米国 

・ ＡＳＴＭ Ｆ １２９２：２００４          ＡＳＴＭ（２００４）米国 

・ ＥＮ １１７６－１～４・６           ＢＳＩ－ＥＮ（１９９８）欧州 

・ ＥＮ １１７６－５            ＢＳＩ－ＥＮ（１９９９）欧州 

・ ＥＮ １１７６－７            ＢＳＩ－ＥＮ（１９９７）欧州 

・ ＥＮ １１７７             ＢＳＩ－ＥＮ（１９９８）欧州 

・ 建築基準法施行令およびこれに付随する構造に関する基準類  国土交通省など 

・ 防護柵の設置基準・同解説         （社）日本道路協会 
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本製品の製造元 

および 

本書の作成元 

 

 

 

 

 

◆本社営業部 群馬県前橋市小神名町２２８－２ 〒３７１－０１３４ 
   ＴＥＬ ０２７－２３５－３４１３（代）  ＦＡＸ ０２７－２３５－３４１６ 
  
◆本社工場  群馬県前橋市鳥取町１５８－７ (芳賀西部工業団地） 〒３７１－０１３１ 
   ＴＥＬ ０２７－２６９－６０８４（代）  ＦＡＸ ０２７－２６９－６０８６ 
   ＵＲＬ▼ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｄａｉｅｉｄｒｅａｍ．ｃｏ．ｊｐ 
   Ｅ－ｍａｉｌ▼ｓａｌｅｓ＠ｄａｉｅｉｄｒｅａｍ．ｃｏ．ｊｐ  
 
 


